
15．社会人選抜（Ⅰ期・Ⅱ期）
　社会人選抜は、すでに高等学校もしくは中等教育学校を卒業した人（高等学校卒業と同等以上の学力がある者
も含む）が社会人として生活し、大学でさらなる学びを求める人を対象として行います。
　社会人選抜を「専願」で受験し合格した場合は、入学金30万円を免除します。

（１）出願資格
　高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者（高等学校卒業と同等以上の学力がある者を含む）で、卒業後、
令和４年３月31日時点で３年以上の社会経験（パート、アルバイト等を含む、ただし大学や専門学校など教育
機関への在籍期間は含まない）を有する者で、入学後の学習目標を明確に持っている者です。
※高等学校卒業と同等以上の学力がある者とは
　通常の課程による12年の学校教育を修了した者、学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業
した者と同等以上の学力があると認められた者（例：高等学校卒業程度認定試験合格者）、および本学の個別
の入学資格審査により、上記に該当すると認められた者（鳥取看護大学 入試広報課へお問い合せください）
が該当します。

（２）出願手続
①出願書類の提出
　下記の出願書類一式を巻末の封筒（角形２号）を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて
郵送してください。持参される場合は、平日９：00～17：00の間に鳥取看護大学 入試広報課へお持ちください。

出願書類一式 備　考
入学願書・受験票・受験確認票
（社会人選抜 用） 本学所定の用紙（入学者選抜・学生募集要項の巻末）

写真（３枚） たて４cm×よこ３cm（入学願書・受験票・受験確認票に貼付してください）
志望理由書 本学所定の用紙（入学者選抜・学生募集要項の巻末）
履歴書 本学所定の用紙（入学者選抜・学生募集要項の巻末）

高等学校卒業証明書 出身学校で作成したもの（高等学校卒業と同等以上の学力がある者の場合は、
証明する書類を提出してください）

受験票送付用封筒 巻末の封筒 長形３号（住所・氏名を明記したもの）
※�奨学金制度利用希望者（「鳥取看護大学ファミリー支援（入学金免除型）」・「鳥取短期大学卒業生支援（入学金免除型）」）
は、「18.�奨学金制度」（p.�23）を確認の上、該当する支援制度の願書を提出してください。

②受験料の払込
受験料 30,000円　※「６．受験料の払込方法」（p.�6）を確認の上、願書受付期間内に払い込みください。

（３）試験日程
選抜
区分 願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日

Ⅰ期 11月 ９ 日（火）～
11月18日（木）17時必着 11月28日（日）

本学
12月 ５ 日（日） 12月17日（金）17時必着

Ⅱ期 2月 ３日（木）～
2月14日（月）17時必着 2月1９日（土） 2月27日（日） ３月11日（金）17時必着

（４）試験時間
９ ：３0～ ９ ：40 10：00～11：00 11：３0～

連　絡 小論文（文章読解型）
800字程度 個人面接

（５）選抜方法
　書類審査・小論文・面接の結果を多面的、総合的に判定します。
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